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行動経済学と誘因効果
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税込み価格と税抜き価格

 税抜き価格＝100円（税率8％）も税込み価格
＝108円も値段は同じ

 消費者は課税を正しく認識しているか？
 税抜き価格の需要＞税込み価格の需要？
 税抜き価格のとき、消費者は課税額を過小に

評価？

 フィールド実験（米国カリフォルニア2005－
06年）

 米国の小売上税は外税（税抜き価格）
 一部の店舗の対象商品（13商品）を税込みか

ら税抜き（外税）に切り替え
 他の商品・商店と比較

⇒需要の変化を検証
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ＤＤＤ分析

 仮説：消費者は税抜き価格の時、課税額
を過小に見積もる

 分析：処置店の対象（介入）商品に着目
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介入した商品
＝13

介入しない商
品
＝95

処置店＝１ ○

対照店＝２

処置店の対象（介入）商品は有意に減少
⇒税込み価格は需要を有意に下げる



「税別表示」恒久化へ規制緩和を日本スーパー協会川野会長が旗幟
鮮明

 日本スーパーマーケット協会の川野幸夫会長（ヤオコー会長）は６月２９日、協会定時
総会に合わせて行われた記者会見に臨み、現行税別表示の恒久化を柱とする価格表示の
規制緩和を政府に引き続き求めていく方針を示した。同協会はかねてから同様の要望を
継続的に行ってきたが、政府が次期消費増税時の需要変動対策の一環として総額表示の
推奨を検討する中、業界としてのスタンスをより鮮明に打ち出してきた格好だ。

 前回の消費増税時、時限立法である消費税転嫁対策特別措置法によって総額表示義務が
緩和され、本体価格表示が認められた。このとき、多くのスーパーは本体価格表示に切
り換えた。総額表示を継続した一部の企業は押し並べて業績を落とし、やはり本体価格
表示に切り換えた。協会の売上げ集計からみても、本体価格への切り換えがその後の順
調な売上げにつながったのは明らかだ。

食品新
聞（2018年7月4日）



労働所得課税の効果
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家計の選択

 労働所得に関わる家計の選択の多様性

－職業選択

－人的資本形成

－労働市場への参加・退出（退職）選択

－労働時間の選択

－節税行為（報酬形態の操作等）

例：労働所得⇒資本所得 現金給付⇒ 現物給付

 労働所得課税（社会保険料を含む）は家計の多様な誘因に影響
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二つのMARGIN
 労働供給に係る二つの誘因

 Intensive margin ＝連続的選択

 例：労働時間（残業時間を含む）、節税額

 Extensive margin＝離散的選択

 例：職業選択、労働参加・退出

 誰の誘因（＝margin)が重要か？

 世帯主＝主たる生計維持者

 配偶者＝本人のみならず世帯主の所得（稼ぎ）によって左右

 高齢者＝貯蓄・資産あり、年金生活も可能

 実証的には配偶者・高齢者のExtensive margin＝労働参加が「価格弾力的」（課税
後賃金率によって左右され易い）
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基本モデル

 「代表的」家計に着目

 家計＝労働者＝消費者

 家計の課税後賃金率＝w(1-t) (t=賃金所得税率）
 賃金所得税＝比例税（＝税率一定） ⇒簡単化

 Intensive margin＝家計は労働時間（Ｌ）を選択

 消費活動のための労働⇒余暇と消費のトレード・オフ

 Ｈ＝家計の時間の所期保有量⇒余暇消費＝Ｈ－Ｌ
 労働の不効用＝少ない余暇時間

 職業のステイタス（効用）、貯蓄＝動学的誘因（モデル）は捨象
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家計の効用最大化

 余暇消費＝家庭内生産とも解釈可能

 市場に労働を提供する代わりに、家庭内（非市場部門）で労働例：家事・育児⇒
この家計が二次的所得稼得者（例：妻）
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消費税＝所得税

IwLyptxpt yx +=+++ )1()1(
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 家計の予算制約式

⇒

 税率ｔの消費税は税率t/(1+t)の所得税と「税等価」

⇒同じ誘因効果＝経済的帰結
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通念 実際

消費税の誘
因効果

買い控え＝現在消費の抑
制（将来消費との代替）

異時点間効果は移行期に限定
労働への誘因効果



賃金税減税の効果

 税率＝ｔの引き下げ⇒課税後賃金率＝w(1-t)の増加

 通念：減税は労働供給を喚起する？

⇒代替効果(＋）と所得効果(－)が逆方向に作用

代替効果 所得効果

Ｅ⇒Ｆ Ｆ⇒Ｇ

余暇 (－) (＋)＝正常財

労働供給 (＋)＝労働意欲を喚起 (－)＝劣等財
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例：対数（コブ・ダグラス）型効用関数
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0
Ｌ＝労働供給

所得効果＞代替効果

Ｆ

課税後
賃金率

所得効果＜代替効果



実証分析
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出所：Keane(2011)Labor supply and taxes:Survey

弾力性

補償弾力性

男性労働者の弾力性



参考：ヒューリスティック

 ヒューリスティック＝効用最大化に代わる「簡便」な思考法

 例：個人の貯蓄選択

 将来の所得・投資（貯蓄）からの収益を見越しつつ、生涯期待効用を最大化するよう各
期の消費を選択？

 所得の一定割合を貯蓄に充てるよう「習慣」付けた方が簡単・・・

 例：個人の労働所得
 賃金率と労働の不効用を見極めながら、労働時間（稼得所得）を選択？
 一日あたり一定の所得稼得目標を定めた方が簡単・・・

 ニューヨークのタクシー運転手：雨の日は稼ぎが良いにも関わらず、一定程度の売り上
げが確保できれば、早めに仕事を切り上げる
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社会保険料＝税？

 t＝社会保険率

 Ｉ＝社会保険給付（例：年金）⇒支払う保険料=twLに応じた
給付部分を含む

⇒受益と負担の対応があれば、税の性格が弱まる

 Ｉ＝Ｂ＋αtwL

)},{)1(( LHtwLBLtwUMaxL −++− α
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家計の効用最大化問題

可処分所得 余暇消費

社会保険給付

実効税率が低下



迫る会社員保険料30%

 健康保険組合連合会（健保連）は9日、大企業の会社員な
どが入る健康保険組合で2022年度にも医療・介護・年金を
合わせた社会保険料率が初めて30%（労使合計）を超える
との推計を発表した。政府の20年度予算の概算要求では社
会保障費の伸びが一時的に鈍るものの、健保連は団塊の世
代が75歳以上になり始めるタイミングを「22年危機」と位
置づけて、政府に改革を求める。



 試算によると、22年度に全国約1400の健康保険組合の健康
保険料率は平均で9.8%と19年度比で0.6ポイント上昇する。
介護保険料率は2.0%で0.4ポイントの上昇だ。これに段階
的な引き上げが17年9月に終了した厚生年金の保険料率
18.3%を足すと、料率は30.1%になる。

 日本経済新聞（2019年9月9日）
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制度間移転
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支援金への総報酬割
＝（勤労世代内）応能負担
の強化

出所：健康保険組合連合会「平成 29 年度健保組合
予算早期集計結果の概要 」



二つの誤解

 誤解その１：「賃金税の減税は労働供給を喚起する」

⇒代替効果（＝勤労意欲を促進）を相殺する所得効果（＝労働
供給減少）あり

 誤解その２：「労働供給が一定であれば、課税は経済に対し
てコストを及ぼさない」

⇒課税の経済効果（＝歪み）は代替効果に起因
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平均税率と限界税率

 労働時間等Intensive marginと労働参加等Extensive marginでは誘因
効果として作用する税率が異なる
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税率 要因

Intensive 
margin

限界税率 追加的労働供給の増加に起因す
る税額増

Extensive 
margin

平均税率 就労の有無による税額の変化



平均税率対限界税率
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参考：英国の勤労税額控除
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出所：鎌倉（2010）より
Source :Tax-Credit Policies for Low Income Families:
Impact and Optimality July 2007
Richard Blundell and Andrew Shephard

勤労税額控除＝
週16時間以上の就労を条件に給付付き税額控除
⇒就労への誘因付け＝Make Work Pay



参考：他の給付と貧困の罠
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Source :Tax-Credit Policies for Low Income Families:
Impact and Optimality July 2007
Richard Blundell and Andrew Shephard

勤労税額控除の最低
要件（週労働時間16
時間）に集中

・勤労税額控除以外の給付・支援
制度が就労意欲を阻害
 高い給付削減率
⇒貧困の罠



参考：実効税率という考え方

 就労の誘因に影響するには（給付や税の）理念ではなく実効税率

 実効税率＝課税（国税＋地方税）＋社会保険料＋給付削減

 ポイント＝給付1万円の削減は課税1万円と（家計の予算への）効果は同じ

 例：配偶者控除103万円の壁・在職老齢年金制度

 課税と給付の縦割り的（＝分散的）決定

⇒貧困の罠＝低所得層における実効税率を高める方向に作用

 必要な改革＝実効税率のコントロール

 例：英国ユニバーサルクレジット

＝複数の給付（勤労税額控除等）の一元化・給付削減率の統一（65％）
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実効税率（まとめ）

定義 誘因効果

法人税の場合

限界実効税率 所得税・住民税の限界税率＋社会保険料率
＋控除・給付の削減率

労働時間 投資選択

平均実効税率 （所得税＋社会保険料－税額控除等＋就労
で資格を喪失する給付）÷稼得収入

就労の有無 立地選択

可処分所得

稼得収入

予算線

１－限界実効税率

１－平均実効税率

例：400万円

0

就労していな
いときの給付

就労による可
処分所得増

平均と限界で
異なる誘因効果
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参考：負の所得税の保険機能
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所得

可処分所得

1－限界税率

税額＝限界税率＊所得
ー税額控除

給付
＝負の税

課税最低限

所得の変動

可処分所
得の変動
（給付付き）

可処分所
得の変動
（給付なし）



平均税率対限界税率

 個人は限界税率を正しく認識しているか？⇒平均税率で代替？

 実験：①課税投資と非課税投資の選択、②投資収益に応じた納税額（累進課税）を提示

 合理的な投資家であれば、課税投資収益率（1－限界税率）＞＜非課税投資収益率で判断

 「限界的」収益率は幾つかのパターンを提示

限界税率を明示

“Which tax rate do people use: Average or marginal?” de Bartolome 
Journal of Public Economics 56 (1995) 

 被験者＝ＭＢＡ学生

⇒少なくない被験者が平均税
率に応じて限界的（次の100
セント）の投資先を選択



参考：税額表
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所定の収益額か
ら「追加的」100セ
ントの投資先につ
いて設問

「限界的」投資判断



 合理的個人は限界実効税率に応じ
て所得稼得額を選択

 所得課税（国税＋地方税＋社会保
険料等）が複雑であれば限界的実
効税率は計算が難しい・・・
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0

税額

投資収益

（過去の）納税額÷所得＝平均税率
を参照・・・

＄100
平均税率

限界税率

課税投資収益率（1－認知する限界税率）
＞＜非課税投資収益率

平均税率対限界税率
（其の2）



貯蓄に対する課税の効果
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家計の選択

 家計＝資本市場における資金供給者

 貯蓄・投資に関わる家計の選択の多様性

 貯蓄水準の選択
⇒ライフサイクル仮説

 資産保有形態の選択＝ポートフォリオ
 貯蓄（＝安全資産）から投資（＝危険資産）へ
 金融課税の一体化（損益通算）

 キャピタル・ゲイン実現時期の選択
 課税は実現主義（≠発生主義）に拠る

⇒ロックイン効果
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図２：資本市場均衡 

  価格＝利子率 

 

                       供給＝家計の選択 S 

 

   均衡利子率        均衡 

 

 

                           需要＝企業の選択 I 

 

                                

０       需給一致           S,I 
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図２：資本市場均衡


　　価格＝利子率




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　供給＝家計の選択S


　　　均衡利子率　　　　　　　　均衡


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需要＝企業の選択I


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


０　　　　　　　需給一致　　　　　　　　　　　S,I




家計の貯蓄選択

 現在と将来からなる「2期間モデル」を想定

 代表的家計の貯蓄選択（＝異時点間消費選択）に着目する。

 家計は第1期（若年期）に働き所得Ｗを得て、第2期（老年期）は引退するものと仮定。

 第2期の消費は第1期の貯蓄を取り崩して行なう（公的年金等は捨象）＝「ライフサイク
ル」モデル

 貯蓄＝現在所得ー現在消費＝将来の消費の備え
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0

1．リンゴ
2．明日の消費
3．消費
4．雨の日の消費

1．ミカン
2．今日の消費
3．余暇(労働）
4．晴れの日の消費

図３：家計の選択
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現在消費と将来消費の「相対価格」

 現在消費と将来消費の価格比＝1+r

⇒今日１円消費する機会コスト＝明日得られる収入

 1/1+r＝将来の1円の 「現在価値」: r=（実質）利子率

 所定の（現在）所得の下、利子率＝ｒの変化が家計の現在消費ｘに及ぼす効果を検証

⇒ ミカン（ｙ財）の価格がりんごの需要に及ぼす効果と同様

 ｒ↑⇒1/(1+r)↓⇒ 現在消費の変化＝代替効果＋所得効果

 利子所得税：課税後利子率（収益率）＝r(1-t)
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予算制約式：
 （今期の予算制約）

第1期の消費＝所得W－貯蓄S

 （将来期の予算制約）

第2期の消費＝（１＋ｒ(1-t)）S = S + r＊S
＝貯蓄の取り崩し＋利子所得

W
tr

CC =
−+

+
)1(1

2
1

40

今期の消費

将来消費の現在価値

利子所得は「派生所得」⇒ 生涯所得
には換算されない。



W
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1C
W

1+r(1-t) 

0 
1C

2C

S=貯蓄

＝現在消費

＝将来消費

Ａ

(1＋ｒ(1-t))S S=貯蓄

課税後
利子所得
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家計の効用最大化：
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図６：ライフサイクルと資産形成 
 
                資産（ストック） 
 
   賃金 
 
        貯蓄（フロー） 
 
   消費 
 
 
                   退職後 
        勤労期 
    20         60            80 年齢 
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図６：ライフサイクルと資産形成


　　　　　　　　　　　　　　　　資産（ストック）


　　　賃金




　　　　　　　　貯蓄（フロー）


　　　消費


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　退職後


　　　　　　　　勤労期


　　　　20　　　　　　　　　60　　　　　　　　　　　　80　年齢




利子率の変化と貯蓄行動

表２：所得効果と代替効果（r(1-t）↑） 
 

 所得効果：F=>G  代替効果：E=>F 
現在消費  マイナス＝貯蓄促進 
将来消費 

「正常財」である限りプラ

ス  プラス 
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 代替効果と所得効果：利子所得税減税による課税後利子率＝ｒ(1－t）の上昇は、(i)Iの
購買力の向上に伴う「所得効果」と(ii)所定の効用水準の下で消費者の主観的価値＝限

界便益と市場価格比（＝相対価格）の乖離に起因する「代替効果」をもたらす。


表２：所得効果と代替効果（r(1-t）↑）

		

		所得効果：F=>G

		　代替効果：E=>F



		現在消費

		「正常財」である限りプラス

		　マイナス＝貯蓄促進



		将来消費

		

		　プラス
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減税
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例：対数型効用関数
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代替効果と所得効果

 課税後利子率ｒが上昇したとき、「代替効果」は現在消費を低め、貯蓄を
促進する一方、「所得効果」は現在消費を高めるため、貯蓄を低下させる
方向に作用

 ｒ(1-t)の上昇に伴う貯蓄の変化

＝ 代替効果（＋）＋所得効果（－）

⇒実質利子率の上昇が貯蓄を促進するかどうかは不透明

 労働供給同様、減税が貯蓄に及ぼす効果は確定的ではない。

 「サプライサイド経済学」対「ケインズ経済学」
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貯蓄選択
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消費税増税：移行期
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相続税とは？
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政府税制調査会（平成28年11月14日）
「経済社会の構造変化を踏まえた税制の あり方に関する中間報告」

 公的年金の給付水準について中長期的な調整が行われていく見込みとなっている中、公的年金の
役割を補完する観点からも、老後の生活に備えるための個人の自助努力を支援する必要性が増し
ている。こうした自助努力に関連する制度としては、現在の企業年金・個人年金等に関連する諸
制度や、勤労者財産形成年金貯蓄やいわゆるＮＩＳＡなどの金融所得に対する非課税制度が存在
する。これらの制度については、就労形態や勤務先企業によって、また、投資対象となる金融商
品によって、利用できる制度が細分化されており、税制上受けられる支援の大きさも異なってい
る。

 老後の生活に備えるための個人の自助努力を支援する観点からは、個人の働き方やライフコース
に影響されない公平な制度を構築していくことが重要である。他方、企業が設けている福利厚生
制度も含め既に様々な制度が存在している中、多くの納税者が長期的な観点から資産運用や生活
設計を行っていることにも留意しつつ、社会保障制度等の関連する政策との連携を含めた総合的
な対応を検討する必要がある。
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図表２：

平成26年全国消費実態調査 全国 貯蓄・負債に関する結果 総世帯



貯蓄と遺産動機

 ２期間モデル（ライフサイクルモデル）では遺産を無視

 貯蓄には将来の消費への「備え」だけではなく、自分の子供（次世代）への遺産の贈
与も目的とするケースもあり。

 3つの遺産動機

－偶発的遺産：ライフサイクル仮説と寿命の不確実性

―利他的動機：「バローの中立命題」

―戦略的動機：契約と「家庭内生産・取引」

 遺産動機によって「相続税」の誘因効果も異なってくる。
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 我が国の相続税
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出所：財務省資料
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相続税の誘因効果

遺産動機 誘因効果 理由

偶発的遺産 中立的 相続税は家計の選択で考慮されない（死んだ
後のことは知らない）

利他的動機 貯蓄課税と同
様

（将来消費に代えて）相続を目的とした貯蓄に
対する課税に相当

戦略的動機 物品税と同じ
効果

遺産は子供からのサービス（親孝行）に対す
る対価であり、相続税はサービス消費への課
税
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相続税の誘因効果（その２）
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消費税と相続税

 遺産が偶発的であり、消費税と生涯所得税（勤労所得税）との税等価を一代で完結
させるとすれば、遺産に消費税を課す必要あり

 税等価＝課税ベースが実質的に一致

 生涯所得＝生涯消費＋遺産

⇒相続税は消費税を「補完」
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「相続税と誤解していただきたくないんですけれど、亡くなられた段階で消費税をいただくという
もの。 ・・・60歳から85歳まで、お使いにならないでひたすら溜め込んだ方は、消費税を払わな

いでお亡くなりになられて、・・・ですから、生前にお支払いにならなかった消費税を、少しいた
だく。それを、後期高齢者の方の医療費に使わせていただくというものです。」（「第13回社会
保障制度改革国民会議」。 2013/06/03）

死亡消費税？（伊藤元重東大教授）

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8047.html


62「遺産動機の国際比較」チャールズ・ユウジ・ホリオカ（2011）

 「アメリカ人とインド人のほうが日本人と中国人よりもはるかに利他的
であり、逆に日本人と中国人のほうがアメリカ人とインド人よりもはる
かに利己的」
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